第２期旭区地域福祉計画（素案）に対するご意見の要旨と当区の考え方（読み上げ用）

1. 一つ目のご意見
(1) 素案の対象箇所
７ページ、第３章、方針１、誰もが認め合いともに暮らすことができるまちづくり
(2) ご意見の要旨
今後の方針が現在の取組を継続していくことのように受け取れました。障がい者への理解を進めるためには、物販やスポーツも大切だが、それだけでは一部の人たちだけに留まると思います。また、差別にかかる窓口の設置だけで地域住民の意識が変わっていくとも思えません。小・中学校への福祉教育を進めることや、地域住民への啓発活動も必要と思います。研修会やワークショップなどもあればと思います。
(3) 区の考え方
今回の計画においても、現行の第一期旭区地域福祉計画期間における取組の方向性を、基本的に継続、発展させることとしております。ご意見内容を踏まえ、第３章、方針１、今後の方針を加除修正いたしました。具体的な施策内容については、運営方針などでお示しし、区政会議で議論を行うこととなっています。

2. 二つ目のご意見
(1) 素案の対象箇所
11ページ、12ページ、第３章、方針２、地域における見守り活動の充実、（２）こども・子育て世帯に対する見守り
23ページ、第３章、方針４、相談支援体制の充実、（３）こども・子育てに関する相談
(2) ご意見の要旨
「あさひ子育て安心ネットワーク会議」における見守りと「あさひ子育て地域包括連携協定」における相談支援体制の整備について、抽象的な表現となっているため、どのような役割を果たしているのか分かりにくい。
(3) 区の考え方
ご意見内容を踏まえ、第３章、方針２、および、方針４を加除修正いたしました。

3. 三つ目のご意見
(1) 素案の対象箇所
13ページ、第３章、方針２、地域における見守り活動の充実、（３）居場所の充実
(2) ご意見の要旨
課題に、アウトリーチが求められているとありますが、今後の方針では、どのようなアウトリーチが行われるかがわかりません。現在の取組を継続するという内容に感じます。
また、中ほどの「旭区には～」の文章の１行目、「旭区の小学校すべてにあります」とありますが、「旭区の小学校区すべてにあります」ではないですか？
(3) 区の考え方
今回の計画においても、現行の第一期旭区地域福祉計画期間における取組の方向性を、基本的に継続、発展させることとしております。具体的な施策内容については、運営方針などでお示しし、区政会議で議論を行うこととなっています。ご意見内容を踏まえ、第３章、方針２、（３）を修正いたしました。

4. 四つ目のご意見
(1) 素案の対象箇所
19ページ、第３章、方針４、相談支援体制の充実、（１）生活保障に関する相談支援
(2) ご意見の要旨
現在旭区だけでなく日本国内で生活に苦しんでいる方々が多くいます。「くらし相談窓口」チラシの裏面以外にもサービス提供をお願いしたい。例えば旭区内では無料低額診療事業を行っているのはあかがわ生協診療所だけなので、もう３～４箇所ほど増やしてほしい。
(3) 区の考え方
いただいたご意見は所管部署である福祉局へ共有させていただきます。具体的な施策内容については、運営方針などでお示しし、区政会議で議論を行うこととなっています。

5. 五つ目のご意見
(1) 素案の対象箇所
25ページ、第３章、方針４、（４）教育と福祉と医療の連携について
(2) ご意見の要旨
今後の方針１つ目に関して、こサポ推進員やＳＳＷを中心に体制を作るのであれば、人数が少ないと思います。コロナ後、不登校のこどもは増加しており、十分な支援体制を作れません。現在、当事者の方々のニーズは、相談と居場所だと考えています。あさひ学び舎も１か所だけでは対応が難しいと思います。ワーキングチームなどを作って、具体な取組や支援体制を作っていく必要があると考えます。
(3) 区の考え方
ご意見内容を踏まえ、第３章、方針４、（４）今後の方針　を修正いたしました。具体的な施策内容については、運営方針などでお示しし、区政会議で議論を行うこととなっています。

6. その他のご意見
(1) ご意見の要旨
第２期旭地域福祉計画（素案）はどこに設置されたのか。人が集まりゆっくりおしゃべりできるところ、サロンでの提示があってもいいのではないか。
(2) 区の考え方
素案につきましては、区役所、市役所、及びホームページにて公表させていただきました。いただいたご意見を踏まえ、今後はより広く公表するべく検討していきたいと考えております。
